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生活環境に関する補助制度をご活用ください

空き家の解体費用を調べられます
～無料サービス「解体費用シミュレータ―」のご案内～

合併処理浄化槽設置費補助金
内　容　単独処理浄化槽または汲み取り便槽から、合併処理浄化槽に入れ替える方への補助金
対　象　公共下水道区域と農業集落排水処理区域を除く地区全域で、一般家庭住宅に補助指針に適合

の合併処理浄化槽を設置する方
補助金額（上限）

　町では、空き家に関する課題の解決に取り組んでおり、町ホーム
ページにて株式会社クラッソーネが提供する「解体費用シミュレー
ター」をご利用いただけます。
　このサービスを使うと、建物の種類・構造・面積など、簡単な入
力だけで空き家の解体費用の相場を調べることができます。
　空き家の解体や利活用を検討する方は、ぜひご活用ください。

※本シミュレーターは Internet Explorer（閲覧ソフト）非対応ですので、ご注意ください。
※以下項目に該当する物件は、大幅に解体費用が高くなる可能性があります。
　・傾斜地、前面道路の高低差など重機搬入が困難な接道状況である物件
　・アスベスト除去が必要な物件
　・その他、通常の解体作業と異なる場合の割り増しがある物件
※表示される金額は概算であり、現地調査による正式見積もりと差が生じることがありますので、ご

注意ください。
※本結果は解体費用を保証するものではありません。
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その他　○工事着手前に申請してください。
　　　　○設置後は浄化槽法に基づく法定検査を受検してください。
　　　　○町税の滞納がある場合は、補助金の交付はできません。
　
●合併処理浄化槽維持管理費補助金
　浄化槽を正しく使いましょう
　　私たちは、毎日の生活の中でたくさんの水を使用しています。その水の多くは汚水となり川に流

れていきます。汚れた水を川に流してしまうと川は汚れ、自然を破壊してしまいます。
　　大切な環境を守るため、汚水を処理して、きれいな水にする役目を担うのが浄化槽です。
　　浄化槽の機能を十分に発揮させるため、保守点検と清掃を行い、法定検査を受けましょう。
　内　　容　合併処理浄化槽を適正に維持管理している方への補助金
　対　　象　公共下水道区域と農業集落排水処理区域を除く地区全域で、一般家庭住宅に設置された

合併処理浄化槽（10 人槽以下）を適正に維持管理している方
　対象経費　保守点検費用と法定検査手数料を合計した金額（町に申請する日の前日から過去１年間

のもの）
　補助金額　対象経費の２分の１の額で、上限１万円（千円未満切り捨て）
　そ の 他　○毎年申請が可能です。
　　　　　　○町税の滞納がある場合は、補助金の交付はできません。
　※いずれの補助金も予算に限りがありますので、お早めに相談してください。
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種別 人槽区分 設置費 処分費 配管費
転換

（入れ替え）
５人槽 41 万２千円

９万円 15 万円７人槽 49 万４千円
10 人槽 62 万８千円
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う 292-3121　え 292-5400　お webmaster@town.ogose.saitama.jp役場ですハイ！

起業者応援事業補助金の申請受付を開始します

令和８年４月１日からの
指定管理者が決まりました

男女共同参画プランに
ついてご意見を募集します

　町内で起業する中小企業者（起業してから６か月未満含む）を対象に、起業するために必要となる
費用の一部を補助します。
【補助対象者】　・町内で起業し６か月を経過していない方、または、当該年度中に起業する方
　　　　　　　・越生町商工会の会員である方
　　　　　　　・町税等に滞納がない方　　など
【補助対象経費】

　指定管理者により管理運営をしている下記の
施設について、令和８年４月１日からの指定管
理者が決定しましたのでお知らせします。

　町では、男女共同参画社会の実現に向けて、
より一層の施策の推進を図るため「越生町男女
共同参画プラン（第５次計画）」の策定に向け準
備を進めています。
　このたび、素案がまとまりましたので、町民
のみなさまからのご意見を募集します。
募集期間　４月６日 (月 ) ～４月 27日 ( 月 )
閲覧場所　総務課窓口
時　　間　午前８時 30分～午後５時 15分（土・

日曜日、祝日を除く）
※町ホームページでもご覧できます。
意見提出方法　意見記入用紙に必要事項を記入の
うえ、募集期間内にあへ提出（メール・郵送可）

※意見記入用紙は、窓口で配付または町ホーム
ページからもダウンロードできます。
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　お webmaster@town.ogose.saitama.jp

〇指定管理者制度とは
　公の施設を効果的かつ効率的に運営するため、
町に代わって民間事業者が管理運営を行う制度
です。

あ（株）越生特産物加工研究所 　う 049-292-4063
あ（株）グッドスタッフ 　う 03-6206-8289
あ（有）戸口工業　　　 　う 0493-65-0601

※他制度の補助等を受けておらず、経費の総額が 10万円以上であること。
【補助金額】　対象経費の 1/2　上限 50万円（1,000 円未満切捨て）　※１事業者１回限り
【申請方法】　補助金交付請求書に、下記の書類を添えて申請してください。
　　　　　　・対象経費の見積書
　　　　　　・起業したことが分かる書類（例：営業届出済証明書、登記事項証明書）
　　　　　　・営業許可証（必要な場合のみ）
　　　　　　・越生町商工会の会員であることが分かる書類
　　　　　　・その他、補助対象の内容が分かる写真や図面等の資料
【注意事項】　※申請時点で契約や支払、納品等を行っていないこと。
　　　　　※当該年度内に完了する取り組みであること。
　　　　　※申請時に提出できない書類は、実績報告時に提出すること。
　　　　　※必要に応じて現地調査や追加書類の提出および説明を求める場合があります。
　　　　　※申請をお考えの方は、事前に下記までお問い合わせください。
　　　　　※詳しくは、ホームページを参照してください。

あ産業観光課　観光商工担当　う内線 146

区分 内容
設備費 事業所等の運営に係る設備等の導入費用

備品購入費 事業実施に必要な備品の購入費用（消耗品を除く）
広告宣伝費 広告、チラシ等の製作及び配布に要する費用
登記費 商号登記や法人設立登記に要する費用
改修費 事務所、店舗、工場等の改修に要する費用
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施設名 指定管理者
越生自然休養村センター 株式会社越生特産物加工研究所
越生町インフォメーションセンター 株式会社グッドスタッフ
五大尊花木公園 有限会社戸口工業
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